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事 務 連 絡

平成 2 3 年 2 月 1 8 日

名古屋 入国 管 理 局総 務課 長 殿

西 日 本 地 区 入国 者 収 容 所 等 視 察 委 員 会

事 務 局 長 阿 田 正 一

西日 本 地 区 入国 者 収 容 所 等 視 察 委 員 会 に よる 意 見 書 の送付 及 び 当 該 意

見 書 に 対 する 措 置 に つ い て

こ の度 ， 西日 本 地 区 入国 者 収 容 所 等 視 察 委 員 会 から 貴 局 長 に 対 する 意 見 書

が 提 出 さ れ ま し た の で ， 1rn 添 の と お り送付 し ま す 。

貴 局 に お か れ ま し て は ， 入国 者 収 容 所 等 視 察 委 員 会 運 用 要 領（平成 2 2 年

6月2 9 日 付 け 法 務 省 管 警 第 1 4 8 号 通 達 添 付） 第 1 0 の 1 の と お り 対 応 い

た だ く と と も に ， 同 要 領 第 1 0 の2 に 従 っ て， 3月 2 5 日（ 金 ） ま で に 措 置

等報 告 書 を 当 局 長 宛 て に送付 願 い ま す（ 扱 い： 事 務 局） 。

な お ， 措 置 等報 告 書 に お ける 措 置 内 容禰 の 作 成 に 当 た っ て は， 措 置 内 容 を

的 確 に 把 握 する 観 点 から， 下 記 の 点 に 留 意 願 い ま す 。

おっ て ， 貴 局 中 部 空港 支 局 に 対 し て は ， 貴 職 よ り 伝 達原 い ま す 。

記

1 検 討 結 果 を 「 措 置 J と し た も の に つ い て は， 「 措 置 済 みJ. r現在 措 置 中」

又は 「 措 置 予 定j と いう 措 置 段 階 が 明 確 に 分 かる ような 形 で 記 載 する こ と 。

2 検 討 結 果 を「 検 討 中」 と し た も の に つ い て は ， 当 該 事 項 の性 格 と し て，

「 （ 施 設 限 り で 対 応 で き ず） 本 省 に 伝達 済 みj 又 は 「 （ 施 設 限 り で 対 応 可

能 で あ る が） 更 に 協 議 ・ 検 討 が必 要j と いう 点 を 含 め て 記 載 する こ と。

添 付 物

西日 本 地 区 入国 者 収 容 所 等 視 察 委 員 会 作 成 の 意 見 書 1 部

J. 
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平 成 2 3 年2 月 1 7 日

見 室田

名古屋入国管 理 局 長 殿

西日 本 地 区 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会

ピ『＼｝

貴 局 及 び 貴 局 中 部 空 港 支 局 にお け る 被 収 容 者 の 処 遇 及 び 施 設 の 運 営
に係 る 状況 に つ い て3 貴 局 か ら 提 供さ れ た 情 報 ， 視 察 並 び に 書 面 及 び
面接 に 基 づ く 被 収 容 者 か らの 意 見 聴 取 の 内 容 等 を踏 ま え て 当委 員 会 に

お い て協議 し た 結 果 ， 貴 局 及 び 同 支 局 にお け る 警備 処 遇 の 透 明 性 の 確
保 及 び 運 営 の 改 善 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し て ， 当委 員 会 の 意 見 を次
の とお り 取 り ま と め た の で ， 本 意 見 書 を 貴 殿 に 提 出す る 。

1 担 当 区 域 内各 施 設 に 対す る共 通 意 見
給食 に 関 し て は ， 宗教 上 の制約 に配 慮すべ き で あ り ， と り わ け イ

スラム教徒 の 被 収 容 者 に 対 し て は ， ハラー ルフー ド （ イスラム 法 で
許さ れ た食べ物 ） に つ い て十 分 な 理解 に立 っ て ， そ の 提 供 を 検 討す
るこ と 。 ま た， 健 康 面 に 留 意 し た食事 を 提 供す るほ か ， 支 給 の 際 の
保温 面 に も配 慮す る 観 点 か ら ， 給食業 者選定 時 の 入 札 にお け る仕様
の 在 り 方 を 含 め て 検 討する こ と 。

2 貴 局各 施 設 に 対す る個 別 意 見
( 1 ) 名古屋 入 国管 理 局

（：’ ア 「 医 師 か ら触 診 し て も ら え な いj な ど の 医 療 に 関す る訴 え が
多か っ た こ と か ら ， 医 師 と 被 収 容 者 の コミュニケーション の 確
保 に つ い て 留 意す る こ と 。

イ 被 収 容 者 の中 に ， 「不服申 出又 は仮放免の申請 書 を渡 し て も ら
え な か っ た 。j と 訴 え た も の が い た こ と か ら ， 被 収 容 者 に 対 し て
当 該手続 に係 る 周 知 を 図 る とと も に， 職 員 に 対 し て も適切 な 対
応 を執 る こ と に つ い て 改 め て注 意喚起す るこ と 。

ウ 閉庁 日 の 開 放 処 遇 に つ い て， 扉 を 閉鎖し て い なけ れば実 施で
き な い 施 設 点 検作業 の合 間 にお い て も ， 短 時 間で も開放 処遇 を
実 施す る など ， 開放 時 間 の拡 大 を 検 討す る こ と 。

( 2 ） 名古屋 入国管 理 局中 部空 港支 局
空港 は様々 な人 が利用す る場所で あ る こと に鑑み， 職 員 に 対す

るウィ ルス 等に係 る予防接種 等 の 措 置 を積極 的 に 講 じ る こ と。


